
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和4年度 滋賀県がん診療連携協議会 がん登録推進部会 

開 催 期 間 令和4年7月5日（月）～7月11日（月）  

開 催 方 法 電子メールによる意見交換 

委 員 【委員】 

滋賀県立総合病院       山本 秀和  （部会長） 

滋賀医科大学医学部附属病院  稲富 理 

滋賀医科大学医学部附属病院  入山 侑香 

大津赤十字病院        石戸谷 哲 

大津赤十字病院        森  明子 

公立甲賀病院         八木 勇紀 

公立甲賀病院         中嶋 康人 

彦根市立病院         龍見 謙太郎 

彦根市立病院         志井 千明 

市立長浜病院         上田 修吾 

市立長浜病院         神部 百合子 

高島市民病院         武田 佳久 

高島市民病院         大橋 信也 

市立大津市民病院       常塚 啓彰 

市立大津市民病院       寺田 貴子 

草津総合病院         伊藤 良治 

草津総合病院         福山 歩美 

済生会滋賀県病院       片山 政伸 

済生会滋賀県病院       福森 亮介 

近江八幡市立総合医療センター 門谷 弥生 

近江八幡市立総合医療センター 大西 真 

長浜赤十字病院        丹後 泰久 

長浜赤十字病院        吉川 めぐみ 

東近江総合医療センター    太田 裕之 

東近江総合医療センター    太田 悦子 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 柳田 英代 

滋賀県健康医療福祉部     田村 奈那子 

滋賀県立総合病院       米澤 寿裕 

【事務局】 

滋賀県立総合病院       柳  香里 

滋賀県立総合病院       山根 佳子 

（敬称略） 

議 事 概 要 1. 新委員紹介 

 

【審議事項】 

2. 令和4年度事業計画（アクションプラン）について 

アクションプランの目標は「がん登録実務のスキルアップおよびがん登録の標準化と精

度向上の推進」で、実施する施策は6年計画のため前年度と同じである。年間スケジュー

ルは部会2回、研修会2回計画。部会は2回とも電子メールにて意見交換。研修会は集合研

修を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の状況を確認し、変更または中止にな

る可能性もある。 

 



 

2021年全国集計提出前チェックおよび提出後収集について、全国集計の提出期間（拠点）

7月25日～8月26日、（支援）8月22日～9月16日。全国集計を国立がん研究センターへ提出

時に全国がん登録の届け出も同時にできるようになっている。（詳細は国立がんセンタ

ー通知を確認）相互チェックの日程は、データ配布6月17日、相互チェック後データ収集

は6月28日、まとめを9月16日の実務者研修会で行う予定。担当が米澤から山根に変更に

なった。 

 

3. 今年度のＰＤＣＡについて 

今年度のテーマは引き続き「がん登録情報の利活用」とする。プランは「がん情報の利

活用事例数」とし、それに向けて情報活用のための統計研修会の計画、また各施設の統

計についてアンケートも行い部会での報告を予定している。 

 

【報告事項】 

4. 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会報告 

全国集計提出方法について、院内がん登録と全国がん登録の「提出」と「届出」をクラ

ウド上の「がん登録共通届出システム（GTS）」で一本化になる。詳細は国立がん研究セ

ンター通知を確認すること。 

 

院内がん登録における「オプトアウト状況」の項目追加について、院内がん登録の活用

においてもオプトアウト管理が必要となり、国立がん研究センターより院内掲示用ポス

ター、説明文書のひな形が提供される予定（8月～9月予定）また、がん登録推進法に基

づいて行う自施設における院内がん登録データ集計については、指針に則っているため

問題はない。国立がん研究センターの報告書関連の集計はオプトアウトに関係なく引き

続き行っていく。 

 

認定資格更新におけるポイント制の導入について、中級認定者を対象とし、中級認定資

格取得後/更新後、合計120ポイントで更新試験受験資格を得ることになる。ポイントを

付与する研修とポイント数は国立がん研究センター主催の認定者研修会40ポイント、小

テスト20ポイント、各地で開催される研修会5ポイント（上限あり）でポイント有効期間

は4年。ポイント制導入になっても今まで通り更新試験の点数で合否を決めるとのこと。 

 

5. 2020年症例の集計結果 

2020年診断全国集計提出データにて作成した。施設別集計では登録数推移は新型コロナ

ウイルスの影響があったと思われる。膀胱以外の部位の登録件数は減少しており、食道

が前年より約15%の減少。部位によって差はあるが、2%～15%減少となっている。症例区

分内訳でも食道に関しては2019年初回治療81.3%から76.4%という結果となった。 

 

6. アンケート滋賀医科大学医学部附属病院より 

令和3年第2回がん登録推進部会で滋賀医科大学医学部附属病院よりがん登録について

質問あり。実務者の皆さんにご意見をお願いした。 

7施設より回答があった。 

・病理報告書で断端評価困難とある場合は「不明」としている 

・考えかたはほぼ同じで病理報告書で断端等の内容も確認しており、断端（+）の場合は

２腫瘍遺残ありで登録している 

・同様の方法で登録を行っている 

・同様の方法で登録を行っている。病理結果R（腫瘍の遺残）やHM（水平断端）も参照し、

R1やHM1であれは２腫瘍遺残ありとしている。断端不明である場合も医師のIC記録やそ

の後の治療方法から判断して遺残ありorなしを判断している 

・断端不明である場合、または熱変性等で断端の評価困難な場合は臨床医の判断で遺残

あり、なしに振り分けて登録している。しかし、カルテ記載等から臨床医も不明として



 

いることが読み取れる場合（IC記録など参考）不明を選択することもある。 

・病理診断報告書を確認し断端陰性→１腫瘍遺残なし、断端陽性→２腫瘍遺残あり、不

明→９不明で登録している。病理診断報告書に記載がない場合は臨床医の記録を確認し

て登録している。 

・断端陰性である場合１腫瘍遺残なし、断端陽性である場合または転移巣の切除を伴わ

ない原発巣の切除の場合は２腫瘍遺残ありで登録。断端不明の場合は９不明で登録して

いる。 

 

 

 

 

  

以上のとおり報告します。                          令和4年7月20日 

滋賀県がん診療連携協議会 会長 様 

 

がん登録推進部会 部会長 山本 秀和 


